
農用地利用集積促進事業実施要領

制定 平成２０年４月１日 農第３００３－１号

改正 平成２１年４月１日 農第３０１９３－３号

改正 平成２２年４月１日 農第３０１９３－４号

改正 平成２４年４月２日 農第３０１９３－１号

改正 平成２５年３月２６日 農第３０１９３－２号

改正 平成２６年４月１日 農第３０１９３－２号

改正 平成２８年３月３１日 農第３０１９３－６号

改正 平成２８年５月１６日 農構第３０１９３－１号

改正 平成２９年４月３日 農構第３０１９３－１号

改正 令和２年６月１１日 農構第３０１９３－１号

改正 令和３年３月２６日 農構第３０１９３－６号

第１ 趣旨

農業従事者の高齢化による生産力の低下、耕作放棄地の発生等は、本県農業の大き

な課題となっている。

そこで、本県農業の担い手である認定農業者の経営規模の拡大を図り、安定的な農

業経営体を育成するとともに農地の効率的利用を促進するため「農用地利用集積促進

事業」（以下「事業」という。）を実施するものとする。

第２ 事業の内容

農地中間管理機構等を活用し、認定農業者に対する賃借権等の設定を新たに行った

者又は受けた認定農業者に奨励金を交付し、認定農業者の育成・確保、新規集積・優

良農用地の効率的利用の促進及び耕作放棄地化を防止する。

第３ 事業主体

事業主体は市町村とする。

第４ 事業の実施手続

１ 実施計画書の作成等

（１）事業を実施しようとする市町村長は、「農用地利用集積促進事業実施計画書」（様

式第１号）（以下「実施計画書」という。）を作成するものとする。

（２）実施計画書の作成に当たっては、関係各種施策との関連を考慮し、農業事務所長

（以下「所長」という。）の指導を受けて作成するものとする。

（３）実施計画書の提出は所長が定める期日までに行うものとする。

２ 事業計画の承認申請

上記１の（１）の実施計画書を作成した市町村長は、「農用地利用集積促進事業計

画承認申請書」（様式第２号）に実施計画書を添付し、所長に提出して承認を受ける



ものとする。

３ 事業計画の承認等

（１）所長は、上記２の規定により提出された実施計画書が別記実施基準を満たすとと

もに、事業の規模が適切であり、かつ、実施計画書の達成が確実であると見込まれ

る場合には、その計画の承認を行うものとする。

（２）所長は、事業計画の承認を行った場合には、事業計画書の写しを添付の上、知事

に提出するものとする。

４ 事業計画の重要な変更

市町村長は、所長の承認を受けた事業計画の重要な変更を行う場合には、上記１及

び２の規定に準じて、変更後の実施計画書を作成するとともに、「農用地利用集積促

進事業計画変更承認申請書」（様式第３号）に変更後の実施計画書を添付の上、所長

に提出し承認を受けるものとする。

なお、重要な変更とは次の（１）又は（２）に該当する場合とする。

（１）事業の中止又は廃止

（２）事業費の３０％を超える変更

第５ 事業の推進体制

所長は、指導推進体制を整備し、実施計画書の作成及び事業の適性かつ効果的な実

施について指導するものとする。

第６ 事業実績の報告

１ 実績報告書の作成等

（１）市町村長は、第２に掲げる事業を完了したときは、「農用地利用集積促進事業実

績報告書」（様式第１号）（以下「実績報告書」という。）を作成するものとする。

（２）上記１の（１）の実績報告書を作成した市町村長は、「農用地利用集積促進事業

の実績報告について」（様式第４号）に実績報告書を添付の上、所長に提出するも

のとする。

（３）所長は、事業の実績報告を受けた場合には、実績報告書の写しを添付の上、速や

かに知事に提出するものとする。

２ 実績報告の期日

上記１の報告は、原則として事業完了後２ヶ月以内又は事業実施翌年度の４月末日

までのいずれか早い期日までとするが、所長が別に指定したときは、指定された日ま

でとする。

第７ 助成

所長は、この要領に基づいて実施する事業に対し、経費の１／２以内を予算の範囲

内において助成するものとする。



第８ その他

本事業の実施につき必要な事項については、この要領に定めるもののほか、知事が

別に定めるところによる。

附 則

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この要領は、平成２１年４月１日から一部を改正し施行する。

附 則

この要領は、平成２２年４月１日から一部を改正し施行する。

附 則

この要領は、平成２４年４月２日から一部を改正し施行する。

附 則

この要領は、平成２５年３月２６日から一部を改正し施行する。

附 則

この要領は、平成２６年４月１日から一部を改正し施行する。

附 則

この要領は、平成２８年３月３１日から一部を改正し施行する。

ただし、平成２８年３月３１日までに奨励金の交付対象となる利用権の設定をした場合

については、なお従前の例によることとする。

附 則

この要領は、平成２８年５月１６日から一部を改正し施行する。

なお、改正後の農用地利用集積促進事業実施要領の規定は、平成２８年４月１日から適

用する。

附 則

この要領は、平成２９年４月１日から一部を改正し施行する。

附 則

この要領は、令和２年６月１１日から一部を改正し施行する。

附 則

この要領は、令和３年３月２６日から一部を改正し施行する。

なお、改正後の農用地利用集積促進事業実施要領の規定は、令和３年４月１日から適用

する。



別記

農用地利用集積促進事業実施基準

第１ 定義

１ 本事業における認定農業者とは、「農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６

５号）」（以下「基盤法」という。）第１２条第１項、第１３条の２の規定により農業

経営改善計画を作成し、市町村または群馬県、国から認定を受けた者をいう。

２ 農地中間管理機構（以下「機構」という。）とは、「農地中間管理事業の推進に関

する法律（平成２５年法律第１０１号）」（以下「機構法」という。）第４条に基づき

農地中間管理機構の指定を受けた者をいう。

第２ 奨励金の交付対象者

次の要件を満たす認定農業者へ「第３の交付対象農用地利用集積方策」により、新

たに「賃借権等の設定」を行った場合、それを行った者又は受けた認定農業者のいず

れかとし、その選定は、市町村長が行う。

１ 「賃借権等の設定を受ける認定農業者」の要件

「賃借権等の設定を受ける認定農業者」は、次に掲げる基準を満たす者とする。

その農業経営における当該農用地の賃借権等取得後の経営耕地面積（農地所有適格

法人にあっては、その経営耕地面積をその常時従事者たる構成員の属する世帯の数で

除した面積）が、当該市町村の経営耕地面積の平均値の概ね２倍以上（中山間地域に

あっては、１．５倍以上とする。）又は当該市町村の認定農業者の経営耕地面積の平

均値以上で市町村が定める基準を超えること。

第３ 交付対象農用地利用集積方策

奨励金の交付対象は、次の賃借権等の設定とする。

ただし、表１に該当する場合には、奨励金を交付しないこととする。

１ 通年借地の場合

農用地利用配分計画（機構法第１８条に基づく「農用地利用配分計画」をいう。）

による賃借権又は使用貸借権の設定

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の２における農用地利用配分計画

によらない賃借権又は使用貸借権の設定

２ 期間借地の場合

（１）農用地利用配分計画（機構法第１８条に基づく「農用地利用配分計画」をいう。）

による賃借権又は使用貸借権の設定

農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条の２における農用地利用配分計画

によらない賃借権又は使用貸借権の設定

（２）利用権設定等促進事業（基盤法第４条第３項第１号に規定する「利用権設定等促

進事業」をいう。）による賃借権又は使用貸借権の設定

（３）農業委員会のあっせん（農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）



第６条第２項の規定に基づく「あっせん」をいう。）による賃借権又は使用貸借権

の設定

３ 集積対象期間

本事業の対象となる集積期間は、事業実施の前年度の１月１日から事業実施年度の

１２月３１日までの間に賃借権等の設定等が行われていることとする。

第４ 奨励金の額

１ 奨励金の単価

〔奨励金の上限単価（１０ａ当たり）〕

（基本額）

賃借権等設定
賃借権等の存続期間

通年借地 期間借地

５年以上１０年未満 ４,０００ ２,０００

１０年以上 ６,０００ ４,０００

注）農用地利用配分計画による賃借権又は使用貸借権を設定する場合は、賃借権等の

存続期間に事務手続きにより短縮した月数※２を加算した年数又は機構が中間管理権

を取得した期間のいずれか短い方を対象期間とすることができる。

※２ 事務手続きにより短縮した月数

機構による中間管理権取得後から、農用地利用配分計画により対象農地が当

該認定農業者に転貸等されるまでの期間（概ね１～３ヶ月程度）を言う。

２ 奨励金の額の算定

奨励金の交付対象者別に、奨励金の交付対象となる賃借権等の設定に係る農用地の

１筆毎の面積（１０平方メートル未満を切り捨てる。以下同じ。）に上記１による10

ａ当たりの単価を乗じて得た金額を合計することにより行うものとする。

第５ 奨励金の交付手続き

１ 奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金の交付対象となる賃借権等の設定をし

た日の属する年の１２月３１日までに奨励金の交付対象となる農用地の所在地の市町

村長に奨励金の交付申請を行うものとする。

２ 市町村長は、上記１の申請があったときは、奨励金の受給要件の有無を審査し、受

給要件を満たすものとして認定したときは、当該申請者に奨励金の交付決定通知を行

い、受給要件を満たさないものと認定したときは、当該申請者に奨励金の不交付決定

通知を行うものとする。

３ 本事業を実施する市町村長は、奨励金の交付状況を適正に管理するものとする。



第６ 奨励金の返還手続き

市町村長は、奨励金の交付対象者が次の各号に該当すると認められる場合は、奨励

金交付取消決定通知書により奨励金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

なお、奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、

遅滞なくその旨を市町村長に届け出るものとする。

１ 交付要件を欠くこととなったとき。

２ 奨励金の交付対象となった農用地に係る賃借権等の存続期間満了前にその農用地の

返還を受けた又は行ったとき。ただし、次の各号に該当する場合を除く。

（１）災害により農用地が崩壊した場合

（２）公用公共の用に供するための買収が行われた場合

（３）賃借権等の設定を受けた者の死亡等による場合

（４）賃借権等の設定を受けた者が国の経営所得安定対策の対象とならないため、対象

となり得る他の者へ継続して賃借権等の設定がされた場合

（５）賃借権等の設定を受けた者が法人化し、引き続き法人として奨励金の交付対象と

なった農用地を耕作を継続する場合

（６）賃借権等の設定を受けた者が後継者に経営移譲し、引き続き後継者が奨励金の交

付対象となった農用地の耕作を継続する場合

（７）補助金の交付対象となった農用地について、以下のいずれかの要件を満たす場合。

ただし、他の認定農業者又は機構に貸し付ける以前の耕作者が、耕作を継続するに

あたり支障が生じないよう留意してください。

① 補助金の交付対象となった賃借権等が、農地所有者と耕作者との間で合意解約

され、同年度内に補助金の交付要件を満たす残存期間以上の条件で、農地所有者

から他の認定農業者に貸し付けられた場合、又は機構に貸し付けられ、かつ機構

から担い手（群馬県農地中間管理事業に関する基本方針で定める「担い手」をい

う。）に貸し付けられた場合。

② 補助金の交付対象となった賃借権等が、農地所有者と耕作者との間から農地所

有者と他の認定農業者の間に移転された場合、又は農地所有者と機構との間に移

転され、かつ同年度内に機構から担い手に貸し付けられた場合。

３ 不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

第７ 他の制度との調整等

（１）賃借権等設定等により農地を借り受ける者が、耕作放棄地再生活動対策により奨励

金の交付を受ける場合、本事業との重複受給はできないものとする。

ただし、賃借権等の設定者が、本事業により奨励金の交付を受ける場合は、この限

りでない。



表１ 奨励金を交付しない場合

１ 次に掲げる推進費等が交付されたことがある農用地について、賃借権等の設定を

する場合

（１）農用地利用集積促進事業実施要領（平成20年4月1日付け農第3003-1号）に基づ

く農用地利用集積促進奨励金

（２）農業農村応援事業実施要領（平成15年3月31日付け農第347-1号）の別記「農業

農村応援事業実施基準」に基づく農用地利用集積促進奨励金

（３）群馬県農用地高度利用促進奨励金交付事業実施要領（平成13年4月1日付け農第

770号）の別記「群馬県農用地高度利用促進奨励金交付事業実施基準」に基づく

農用地高度利用促進奨励金

（４）群馬県農地利用集積促進奨励金交付事業実施要領（平成10年4月1日付け農第14

号）の別記群馬県農地利用集積促進奨励金交付事業実施基準」に基づく農地利用

集積促進奨励金

（５）群馬県農地有効利用促進奨励金交付事業実施要領（平成7年4月1日付け農第35

号）の別記「群馬県農地有効利用促進奨励金交付事業実施基準」に基づく農地有

効利用奨励金

（６）先導的利用集積事業実施要綱（平成7年4月1日付け7構改Ｂ第451号農林水産事

務次官依命通知）の別記「先導的利用集積事業実施基準」に基づく先導的利用集

積促進費

（７）その他類似事業の実施による推進費等

２ 賃借権等の設定を受ける者が農地所有者の世帯員である場合

３ 構成員が同一世帯員のみで構成されている農地所有適格法人（農地法第2条第7項

に規定する法人をいう。以下同じ。）に、その構成員（その世帯員を含む。）が賃

借権等の設定をする場合

４ 農地所有適格法人の事業に常時従事している者又は農地所有適格法人の理事、業

務執行権を有する社員若しくは取締役（その世帯員を含む。）が当該農地所有適格

化法人に賃借権等の設定をする場合

５ 賃借権等の設定の対象となる農用地が、借賃の一括払いのため農業近代化資金、

農業改良資金、日本政策金融公庫資金（農業経営基盤強化資金）の貸付け対象とな

っているか又は対象となることが確実であると認められる場合



様式第１号

○○年度農用地利用集積促進事業実施計画（実績報告）書

１ 市町村名等

（１）市町村名

（２）計画書（実績報告書）作成年月日

２ 実施計画

受 益 負担区分(円)
区 分 事業量 事業費(円)

戸数 面積(a) 県 市町村

(農用地利用集積促進)

〈内訳〉
通年借地
・新規 ５～９年

１０年以上

期間借地
・新規 ５～９年

１０年以上

合計

５～９年 １０年以上 合計
利用集積方策名

交付対象 交付対象 交付対象 交付対象 交付対象 交付対象
面積 人員 面積 人員 面積 人員

農地中間管理事業 a 人 a 人 a 人
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

利用権設定等促進事業 a 人 a 人 a 人
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

農地移動適正化斡旋事業 a 人 a 人 a 人
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

合計 a 人 a 人 a 人
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

（注１）（ ）内は期間借地に係るものを記入すること。

（注２）小数点第２位以下は切り捨てること。



３ 添付資料

（１）実績報告にあっては、利用権設定通知書又は農用地利用配分計画等の農用地が集

積されたことを証する書類の写し。



様式第２号

文書番号

○○年○月○日

群馬県○○農業事務所長 様

市 町 村 長

農用地利用集積促進事業計画の承認について（申請）

農用地利用集積促進事業実施要領第４の２に基づき、事業実施計画を承認されたく申請

します。

※様式第１号を添付のこと。



様式第３号

文書番号

○○年○月○日

群馬県○○農業事務所長 様

市 町 村 長

農用地利用集積促進事業計画の変更承認について（申請）

○○年○○月○○日付け○農第○○○－○号により承認された標記事業計画について下

記のとおり変更したいので、農用地利用集積促進事業実施要領第４の４に基づき承認され

たく申請します。

記

１ 変更内容及び理由

２ 変更後の実施計画

様式第１号の様式に準じて、変更のあった箇所のみ、変更前後を対比できるように

２段書きとするとともに、（変更後を下段、変更前を上段にカッコ書き）、必要書類

を添付すること。



様式第４号

文書番号

○○年○月○日

群馬県○○農業事務所長 様

市 町 村 長

農用地利用集積促進事業の実績報告について（報告）

○○年度において別添のとおり農用地利用集積促進事業を実施しましたので、農用地利

用集積促進事業実施要領第６の２に基づき、その実績を報告します。

※様式第１号を添付のこと。


